
生駒市条例第４号 

 生駒市道路占用料に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月１１日 

                     生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市道路占用料に関する条例の一部を改正する条例 

 生駒市道路占用料に関する条例（昭和３５年６月生駒市条例第９号）の一部を

次のように改正する。 

 別表中「８００円」を「９４０円」に、「１，２００円」を「１，４００円」

に、「１，７００円」を「２，０００円」に、「７１０円」を「８４０円」に、

「１，１００円」を「１，３００円」に、「１，６００円」を「１，８００円」

に、「７１円」を「８４円」に、「７円」を「８円」に、「４円」を「５円」

に、「７００円」を「８２０円」に、「４３０円」を「５００円」に、「１，４

００円」を「１，７００円」に、「６００円」を「７１０円」に、「３０円」を

「３５円」に、「４３円」を「５０円」に、「６４円」を「７６円」に、「８６

円」を「１００円」に、「１３０円」を「１５０円」に、「１７０円」を「２０

０円」に、「３００円」を「３５０円」に、「８６０円」を「１，０００円」

に、「２，４００円」を「２，７００円」に、「１，５００円」を「１，６００

円」に、「４８０円」を「５４０円」に、「４，８００円」を「５，４００円」

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３２条第１



項若しくは第３項の規定による許可を受け、又は同法第３５条の規定による同

意を得ている者で、既に当該許可又は同意に係る占用料を改正前の生駒市道路

占用料に関する条例の規定により納付しているものの占用料の額については、

当該占用料を納付している期間に限り、なお従前の例による。 


